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Ⅰ 水道用水供給事業 

   事業の目的 

市町の行政区域を越えて広域的に水資源を確保し、効率的に水道施設を整備・運営すること

により、各市町水道事業者に安全で安心な水道用水を安定的に供給する。 

   事業概要 

・ 神戸、阪神、播磨、丹波及び淡路地域の１７市５町１企業団を対象に、５浄水場が稼動してい

る。 

・ 令和７年４月１日現在、計画給水量 480,400 ㎥/日に対し、施設能力は 450,705 ㎥/日であ

る。また、令和６年度より申込水量の増量があり、１日最大 428,140 ㎥を給水している。 

・ 各浄水場の取水、浄水、送水施設等については、施設整備の先行投資を極力抑制し需要

にあわせて計画的整備を進めている。 

１ 水道用水供給事業の取組方針 

(1) 収入の確保 

・ 水需要量の確保…広域連携の推進（県営水道への転換促進） 

・ 長期責任水量制の採用 

 (2) 費用の適正化 

・ アセットマネジメント推進計画の着実な推進（～令和 30 年度） 

・ 更新費用の財源確保（建設改良積立金） 

・ 料金の適正化…概ね４年ごとの料金設定 

・ 管理経費の削減・抑制…薬品の一括調達等の実施、ドローンの活用など ICT・AI 技術の導入 

(3) 強靭化・危機管理体制の確保 

・ 老朽化対策…効率的かつ計画的な修繕・更新の実施 

・ 自然災害対策…地震対策、津波への対応、相互応援協定、緊急用資材の備蓄等 

・ 渇水対策…渇水調整会議への参画とバックアップ施設（連絡管）の着手時期、実施方法を検討 

・ 事故対策…水質管理センターにおける突発的な水質事故時の原因特定への迅速な対応 

(4) 人材確保・ノウハウ継承 

・ 専門職員の確保・育成…研修・交流会の実施、連携協定による技術交流等 
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２ 令和６年度の主な事業の取組   

 (1) 給水状況 

団体名 
計画給水量 

（㎥/日） 

令和６年度 

給水申込水量 

（㎥/日） 

給水開始年月 

尼 崎 市 4,280 1,400 H13.3 

西 宮 市 18,530 17,140 H6.12 

伊 丹 市 14,870 4,800 H2.5 

宝 塚 市 25,550 25,550 H2.5 

川 西 市 35,270 35,270 S57.10 

猪 名 川 町 12,200 10,600 S58.4 

神 戸 市 28,360 28,360 S63.7 

明 石 市 47,650 47,650 S63.4 

三 木 市 20,200 17,600 S61.5 

稲 美 町 1,980 1,300 H5.4 

播 磨 町 2,010 1,800 S63.4 

淡路広域水道企業団 27,180 17,650 H10.4 

小 野 市 13,670 9,900 S63.3 

三 田 市 37,670 37,670 S61.5 

丹 波 篠 山 市 10,700 10,700 H16.10 

加 東 市 11,700 11,700 S62.1 

加 古 川 市 41,900 41,900 H1.2 

姫 路 市 84,900 77,750 S54.6 

西 脇 市 7,600 6,000 H21.5 

高 砂 市 12,910 5,000 H14.3 

加 西 市 15,600 15,600 S54.4 

福 崎 町 2,740 800 H4.9 

太 子 町 2,930 2,000 H4.4 

合 計 480,400 428,140  

  (2) 水道施設の健全維持 

    「アセットマネジメント推進計画」（平成 20 年度策定、平成 29 年度改定）に基づき、定期的な施

設の点検・診断及び健全性評価等を実施し、修繕工事や長寿命化工事の実施により更新時期の

平準化を図るなど、適正な施設の管理運営を推進。 
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【アセットマネジメント推進計画の概要】 

計画期間 2009(H21)年度～2048(R30)年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 

管路施設 延長：約 260km  口径：φ150～φ2,000mm 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備、薬品注入設備等 

土木・建築施設 沈砂池、浄水池、管理本館等 

対象施設の使用 

目標年数 

管路施設 ダクタイル管 60 年～100 年、 鋼管 70 年 

電気・機械設備 電気設備 9 年～43 年、 機械設備 15 年～40 年  

土木・建築施設 土木施設 70～100 年、 建築施設 60～80 年 

費用総額 40 年間で約 2,000 億円 

  (3) 水道施設の強靭化対策 

① 水道施設の老朽化対策 

水道施設の老朽化に伴い、機器の故障リスクや管路の漏水リスクが高まっている。適切な老朽

化対策により水道施設を健全な状態に維持し、安定的な給水を推進した。 

【令和６年度事業内容】 

・多田浄水場 水位計更新工事 

・船津浄水場 香寺幹線送水管更新工事 

② 管路施設の耐震化 

        管路施設の老朽化対策に併せて耐震管への更新を進め、耐震化率の向上を図った。 

【令和６年度事業内容】 

・神出浄水場 播磨支線管路耐震化工事  

   ③ 緊急時のバックアップ施設の整備（連絡管の整備） 

渇水時や地震・事故時の断水リスクに備え、浄水場間等の連絡管（バックアップ）整備について、

他の管路強靱化対策とともに着手時期、実施方法の検討を進めた。 

(4) 人材確保・ノウハウの継承 

① 専門職員の育成 

        専門知識を有する人材を育成するため、研修や交流会等を実施。 

② 阪神水道企業団との連携 

県内の水道用水供給事業者である阪神水道企業団と連携協定を締結（平成 30 年５月）し、意見

交換及び情報共有等を実施。 
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３ 令和６年度の経営評価の考え方 

 

４ 経営成績  

本事業は純利益が 1，719 百万円の黒字となり、新型コロナウイルス感染症対策による水道料金免

除が影響し赤字となった令和２年度を除き、平成 14 年以降黒字を維持している。 

収入面では、給水申込水量は増加したものの、令和６年度は給水料金の平均供給単価を２円/㎥

引き下げたこと及び渇水を原因とした給水制限による給水料金の免除を行ったことにより、営

業収益は前年度より 79 百万円減少した。 

支出面では、物価高騰の影響により、薬品費等が増額し、営業費用は前年度より 805 百万円増加

した。 

また、投資・財政計画と比較して、動力費、修繕費等の実績減により費用が減少したため、純利益

は 1,272 百万円増加した。 

 

（１） 決算の概要 

 令和５年度実績 

 

令和６年度実績 

営業利益 １，５８７ 百万円 ７０３ 百万円 

経常利益 ２，５１１ 百万円 １，７６１ 百万円 

純利益 ２，５２６ 百万円 １，７１９ 百万円 
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（２） 収支の概要 

 
 

 

 

 

 

 

  

( 単位：百万円 )

R5年度 R7年度 R8年度 R9年度

実績 計画 実績

営業収益 13,369 13,277 13,290 13,277 13,277 13,294

営業費用 11,782 13,829 12,587 13,721 13,574 13,781

営業利益（営業損失） 1,587 △ 552 703 △ 444 △ 297 △ 487

営業外収益 1,220 1,244 1,299 1,198 1,195 1,190

営業外費用 296 245 242 202 169 143

経常利益（経常損失） 2,511 447 1,761 552 729 560

特別利益 16 0 5 0 0 0

特別損失 0 0 47 0 0 0

純利益（純損失） 2,526 447 1,719 552 729 560

計画

R6年度

( 単位：百万円 )

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

営業収益 13,277 13,277 13,277 13,294 13,277 13,277

営業費用 13,282 13,930 14,280 14,303 14,187 14,143

営業利益（営業損失） △ 5 △ 653 △ 1,003 △ 1,009 △ 910 △ 866

営業外収益 1,208 1,141 1,141 1,141 1,141 1,106

営業外費用 123 105 90 78 68 60

経常利益（経常損失） 1,080 383 48 54 163 180

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0

純利益（純損失） 1,080 383 48 54 163 180

計画

 

※端数処理のため、若干の誤差が生じることがあります。 
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５ 令和６年度の評価指標の達成状況 

① 企業債残高 

ア 達成状況 

企業債の発行を抑制した結果、目標を達成した。 

② 資金残高 

ア 達成状況 

決算見込みを上回る利益を確保できたことで、目標について達成した。 

 

 

 

  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  

目標 

(億円以下) 
152  134  121 112 106 100 90 83 78 74 76 

実績 

(億円) 
151  132  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算出式 

   ＝ 前年度末未償還残高－当年度償還額＋当年度借入額 

 ■定義・目標の設定基準 

 ＜定義＞ 

・ 水道事業において、建設・改良などの費用に充てるため、地方公共団体が発行する地方債 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略（令和６年度～令和 15 年度）で定めた数値目標 

（令和５年度以前は、企業庁総合経営計画(令和元年度～令和５年度)で定めた目標値） 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(億円以上) 
― 179  193 200 196 217 223 229 232 225 239 

実績 

(億円) 
207  235  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 — ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算出式 

＝ 前年度末資金残高＋当年度補填財源発生額－資本的収支の赤字額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

  ・ 営業活動から生じる純利益を源泉として確保している資金 

 ＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略（令和６年度～令和 15 年度）で定めた数値目標 
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③ 最大給水量 

ア 達成状況 

        受水団体との給水協定に基づく申込水量の確保に努めたことにより、目標を達成した。 

④ 給水原価 

       ア 達成状況 

給水量の確保及び経常費用の抑制に努めたことにより、目標を達成した。 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(㎥/日以

上) 

417,850 428,140  428,140 428,140 428,140 428,140 428,140 428,140 428,140 428,140 428,140 

実績 

(㎥/日) 
417,850  428,140  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算出式 

受水団体が企業庁に毎年申し込む１日最大給水量の計 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

  ・ 受水団体が企業庁から１日に受水することのできる最大の水量 

 ＜目標の設定基準＞ 

・ 給水量は、給水区域内の需要に応じて給水するため、事業者が定める事業計画上の給水のこ

とをいい、統計などにおいては、給水区域に対して給水した実績水量 

・ 市町との協定数値（給水協定（令和６年度～令和９年度）に基づき目標値を設定） 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(円/㎥以下) 
96.0 109.0  109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 

実績 

(円/㎥) 
99.0 105.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 × ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算定式 

    経常費用－（ 受託工事費＋材料及び不要品売却原価＋付帯事業費－長期前受金戻入 ） 

                    年間総有収水量 ※ １年間で料金徴収の対象となった水量のこと 

■定義・目標の設定基準 

 ＜定義＞ 

・ 有収水量 1m³あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標 

＜目標の設定基準＞ 

・ 令和４年度の実績値を目標値に設定 

＝ 
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６ 参考指標 

数値目標は設定せず、参考数値として実績値のみ算出。 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

経常収支比率 97.6% 124.7% 120.3% 120.8% 113.7% 

流動比率 360.2% 371.7% 607.3% 530.6% 614.3% 

料金回収率 93.4% 123.8% 118.9% 119.5% 111.１% 

自己資本構成比率 85.1% 85.0% 87.4% 87.6% 88.8% 

最大稼働率 93.4% 93.4% 94.1% 94.1% 95.0% 

７ 企業庁の自己評価 

(１) 目標の達成状況 

全４項目、すべての目標を達成した。 

(２) 決算状況 

令和６年度は、給水申込水量は増加したものの、給水料金の改定及び渇水を原因とした給水制限

による給水料金の免除を行ったことにより、営業収益は前年度より７９百万円減少した。また、物価高騰

の影響により、薬品費等の営業費用が増加し、営業利益が減少した。令和６年度の純利益は１７億１９

百万円であり、前年度に引き続き黒字となっている。 

また、投資・財政計画と比較して、動力費、修繕費等の実績減により費用が減少したため、純利益

は 1,272 百万円増加した。 

 

(３) 企業庁の分析 

① 収入の確保 

・ 水源確保をダム開発に依存したため、資本費が割高となり、全国平均より高い傾向にあるものの、

資本費の減少及び給水量の増量等により、令和６年度に平均供給単価を２円/㎥引き下げている。 

・ 令和２年度に新型コロナウイルス感染症対策として各市町に対し給水料金３ヶ月免除（約 33 億円）

を行ったため赤字決算となったが、令和３年度以降は、経常収支比率や料金回収率は全国平均を

上回っている。 

② 費用の適正化 

・ 計画的な企業債の償還を行うなど、十分な内部留保を確保しつつ、将来的な債務負担は着実に

減少している。 

  ③ 強靭化・危機管理体制の確保 

・ 浄水場等の耐震化については、既に完了している。また、管路の耐震化についても計画的に進

めており震度７の耐震性を有する管路は全体の 72.9％（全国平均 43.3％）となっている。 

・ 定期的な訓練の実施や県内水道事業体との相互応援に関する協定に基づく訓練への参加など
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事故発生時の被害拡大防止や迅速な復旧を図るための対応が取れている。 

  ④ 人材確保・ノウハウ継承 

・ 研修、交流会や阪神水道企業団との意見交換会の実施等により、水道に関する技術・ノウハウの

継承を進めている。 

（４） 将来の償還財源の確保について 

令和６年度企業債残高は、132 億円を計上しているが、資金残高は 235 億円あり、償還財源として

十分に確保されている。 

８ 全体総括 

・ 「アセットマネジメント推進計画」に基づき、定期的な施設の点検・診断及び健全性評価等を実施し、

修繕工事や長寿命化工事の実施により更新時期の平準化を図るなど、適正な施設の管理運営を進め

ている。 

・ また、人口減少等の課題に対応して、将来にわたり安全・安心な水道水を供給するために、広域化な

どの手法により、県内の水道事業全体がより一層の経営基盤の強化を図る必要がある。そのために、

「兵庫県水道事業のあり方に関する報告書（H30.3）」の提言に基づき用水供給事業者である企業庁は、

広域連携の促進のため、受水市町の老朽施設の対応策として、自己水源から県営水道への転換や

県・市町の施設の共同化など、受水団体と協議しながら具体的な取組を進めていく中で、健全経営を

継続していく。 
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Ⅱ 工業用水道事業 

   事業の目的 

産業の振興による地域の活性化、地下水の過剰くみ上げによる地盤沈下の防止を図るなど、経

済の発展と県土の保全に寄与するため、豊富で低廉な工業用水を安定的に供給する。 

   事業概要 

・ 播磨臨海部の 103 事業所を対象に、揖保川、市川、加古川を水源とする揖保川第１、揖保川第

２、市川及び加古川工業用水道の４事業を経営している。 

・ 令和７年４月１日現在、計画給水量 973,680 ㎥/日に対し、施設能力は 709,930 ㎥/日であり、契

約水量は日量 672,520 ㎥となっている。 

・ 各ポンプ場の施設については、施設整備の先行投資を極力抑制し需要にあわせて計画的整備

を進めている。 

１ 工業用水道事業の取組方針 

(1) 経営健全化の維持 

・ 料金収入の確保…加古川工水における新規受水企業の開拓、既受水企業への増量要請 

・ 費用の抑制…アセットマネジメント推進計画の着実な推進（～令和 30 年度）、施設の延命化、ダ

ウンサイジング、民間委託等の実施、ドローンの活用など ICT・AI 技術の導入 

(2) 強靭化・危機管理体制の確保 

  ・ 老朽化対策…効率的かつ計画的な修繕・更新の実施 

  ・ 自然災害対策…地震対策、津波への対応、相互応援協定、緊急用資材の備蓄等 

  ・ 渇水対策…渇水調整会議への参画 

  ・ 事故対策…漏水事故対策（漏水調査、管路マッピングシステムの整備等）、事故対策マニュアル

の整備 

２ 令和６年度の主な事業の取組 

(1) 給水状況 

    令和６年度は、103事業所に対し、契約水量 672，520㎥/日の工業用水を供給。 

事業名 
計画給水量①

(㎥/日) 

契約水量②

(㎥/日) 

契約率②/①

(％) 
給水事業所［給水区域］ 

揖保川第１ 257，880 257，880 100.0 ３事業所［姫路市］ 

揖保川第２ 75，800 75，800 100.0 16 事業所［姫路市、太子町］ 

市川 140，000 140，000 100.0 20 事業所［姫路市］ 

加古川 500，000 198，840 39.8 
64 事業所［加古川市、明石市、

高砂市、播磨町］ 

合計 973，680 672，520 69.1 103 事業所［６市町］ 

※揖保川第１工業用水道事業は、取水施設のみ県が所有し、排水施設は受水企業が所有 
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(2) 工水施設の健全維持 

「アセットマネジメント推進計画」（平成 20 年度策定、平成 30 年度改定）に基づき、定期的な施設

の点検・診断及び健全性評価を実施し、修繕工事や長寿命化工事を通じて更新時期の平準化を図

るなど、適正な施設の管理運営に取り組んでいる。 

しかしながら、今後は施設の老朽化が進行することにより、現行計画のままでは施設の更新・修繕

に費用の増加が見込まれ、経営への影響が懸念される。令和 11 年度以降に予定される大規模更新

工事の着手までに、新たな技術・工法の導入、施設のダウンサイジング等も含めたアセットマネジメン

ト推進計画の総合的な見直しを行い、経営の健全性の維持を図る。 

【アセットマネジメント推進計画の概要】 

計画期間 2009(H21)年度～2048(R30)年度 

計画内容 

① 施設を｢管路施設｣｢電気設備｣｢機械設備｣｢土木施設｣｢建築施設｣の５つに区分 

② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定 

③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用 

④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化 

⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ 

対象施設 

管路施設 延長：約 150km  口径：φ75～φ2,000mm 

電気・機械設備 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備等 

土木・建築施設 沈砂池、管理本館等 

対象施設の使用目標

年数 

管路施設 ダクタイル管 60 年～100 年、 鋼管 70 年 

電気・機械設備 電気設備 9 年～43 年、 機械設備 15 年～40 年  

土木・建築施設 土木施設 70～100 年、 建築施設 60～80 年 

費用総額 40 年間で約 900 億円 

【令和６年度事業内容】 

事業名 令和６年度に実施した整備内容 

市川工業用水道 取水施設改修工事 

No.5送水ポンプ 増設工事 

取水除塵機 整備工事 

加古川工業用水道 配水流量計 更新工事 

（３） 危機管理対策 

① 応援協定等 

近畿２府４県（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び和歌山県）内の工業用水道事業

者の震災時等の相互応援に関する覚書を締結して、事業者間で相互応援体制を確立している。 

② 災害に強い工業用水道づくり  

ア 耐震化  

各ポンプ場の土木・建築施設、電気・機械設備、水管橋などの基幹施設については、平成 21

年度までに耐震補強工事を完了している。管路施設（延長約 150km）については、耐震診断の

結果、概ね震度６の耐震性能を有しているため、今後、震度７でも通水機能が保持できるよう、ア

セットマネジメント推進計画を踏まえて耐震継手管への更新を進め、耐震性の向上を図る。 
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【県営工業用水道施設の耐震性】 

工業用水道施設の耐震性（Ｒ６末） 

種別 名称等 企業庁 

貯水施設 
○平荘ダム 

○権現ダム 
有※１ 

取水・排水施設 

揖保川第１工業用水道 

揖保川第２工業用水道 

市川工業用水道 

加古川工業用水道 

○土木・建築施設 

 沈砂池、管理本館等 

○電気・機械設備 

 受変電設備、ポンプ設備等 

100％ 

（Ｈ１８完了） 

管路 

（総延長 150.0Ｋｍ） 

震度６の耐震性 

（Ｈ９診断） 

100％ 

（150.0Km） 

耐震適合管※２ 
35.1％ 

（52.7Km） 

 
耐震管※３ 

32.7％ 

（49.0Km） 

水管橋 （３４箇所） 
100％ 

（31 箇所：H21 完了） 

※１：設計基準が兵庫県南部地震に対する耐震性有と評価(「ダムの耐震性に関する評価検討委員会報告書」

(H７.11 建設省通知))  

※２：耐震適合管：震度７級の地震においても、良質地盤に布設されているため被害が軽微な管  

※３：耐震管：地盤の状況に関わらず震度７級の地震に対応できる管（離脱防止継手を有する管） 

イ 浸水対策  

各ポンプ場の浸水対策は平成 22 年度から着手し、平成 28 年度に完了した。 

【県営工業用水道施設の浸水対策】 

対象施設 対象河川 計画規模 
浸水想

定水深 
対策工 完成年度 

加古川工水養老ポ

ンプ場 
（一）加古川 １/150 0.5ｍ 

浸水防止壁 

（Ｈ＝約 0.8ｍ、Ｌ＝142ｍ） 
Ｈ２２完成 

揖保川第２工水第

１ポンプ場 
（一）揖保川 １/100 1.8ｍ 

操作室新設 

電気設備嵩上げ（Ｈ＝2.1ｍ） 
Ｈ２７完成 

揖保川第２工水第

２ポンプ場 
（一）揖保川 １/100 1.5ｍ 電気棟嵩上げ（Ｈ＝1.8ｍ） Ｈ２３完成 

市川工水ポンプ場 
（二）市川 1/100 2.1ｍ 

浸水防止壁（Ｈ＝2.4ｍ、Ｌ＝50ｍ） 

電気設備施設、管理棟改修 
Ｈ２８完成 
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３ 令和６年度の経営評価の考え方 

 

４ 経営成績  

令和６年度決算は純利益が 904 百万円の黒字となり、平成５年度以降、32 年連続で黒字を維持して

いる。 

収入面では、契約水量の増量により給水収益が増加したこと等により、営業収益は前年度より 30 百

万円増加した。支出面では、委託料の増加等により営業費用が前年度より 75 百万円増加した。 

また、投資・財政計画と比較して、修繕費・委託料などが実績減となった結果、計画より費用が減少し、

純利益が 472 百万円増加した。 

 

（１） 決算の概要 

 令和５年度実績 

 

令和６年度実績 

営業利益 ４５７ 百万円 ４１３ 百万円 

経常利益 ８９０ 百万円 ８６６ 百万円 

純利益 ９０３ 百万円 ９０４ 百万円 
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（２） 収支の概要 

 

 

    

 

  

( 単位：百万円 )

R5年度 R7年度 R8年度 R9年度

実績 計画 実績

営業収益 3,329 3,321 3,359 3,469 3,469 3,478

営業費用 2,871 3,316 2,946 3,345 3,321 3,108

営業利益（営業損失） 457 5 413 124 148 370

営業外収益 450 441 467 440 438 382

営業外費用 17 14 14 10 7 5

経常利益（経常損失） 890 432 866 554 579 747

特別利益 13 0 38 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0

純利益（純損失） 903 432 904 554 579 747

計画

R6年度

( 単位：百万円 )

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

営業収益 3,469 3,469 3,469 3,478 3,469 3,469

営業費用 3,019 3,227 3,417 3,594 3,673 3,638

営業利益（営業損失） 450 242 52 △ 116 △ 204 △ 169

営業外収益 326 312 302 296 293 292

営業外費用 4 2 2 24 51 108

経常利益（経常損失） 772 552 352 156 38 15

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0

純利益（純損失） 772 552 352 156 38 15

計画

※端数処理のため、若干の誤差が生じることがあります。 
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５ 令和６年度評価指標の達成状況 

① 最大給水量 

ア 達成状況 

市川工水で契約水量の増量（26,974 ㎥/日）があったため、目標を達成した。 

 

【参考】基本使用水量 

 

 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(㎥/日以

上) 

645,476 672,520  672,520 672,520 672,520 672,520 672,520 672,520 672,520 672,520 672,520 

実績 

(㎥/日) 
645,546  672,520  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算定式 

受水企業が企業庁に申し込む契約水量の計 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

  ・ 1 日当たりの給水量のうち、年間で最大となった日の給水量。 給水量は、給水区域内の需要に応じて 

   給水するため、事業者が定める事業計画上の給水のことをいい、統計などにおいては、給水区域に対  

   して給水した実績水量 

 ＜目標の設定基準＞ 

・ 確実性の高い増量・減量の見通しがある場合を除いて、目標設定時の契約水量の維持を目標に設定 

  施設能力 
R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

(最大稼働率) (最大稼働率) (最大稼働率) (最大稼働率) (最大稼働率) 

揖
保
川
１ 

257,880ｍ³/日 
257,880ｍ³/日 257,880ｍ³/日 257,880ｍ³/日 257,880ｍ³/日 257,880ｍ³/日 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

揖
保
川
２ 

75,800ｍ³/日 
75,800ｍ³/日 75,800ｍ³/日 75,800ｍ³/日 75,800ｍ³/日 75,800ｍ³/日 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

市 

川 

140,000ｍ³/日 
113,010ｍ³/日 113,010ｍ³/日 113,026ｍ³/日 113,026ｍ³/日 140,000ｍ³/日 

(80.7%) (80.7%) (80.7%) (80.7%) (100.0%) 

加
古
川 

236,250ｍ³/日 
198,163ｍ³/日 198,770ｍ³/日 198,770ｍ³/日 198,840ｍ³/日 198,840ｍ³/日 

(83.9%) (84.1%) (84.1%) (84.2%) (84.2%) 

計 709,930ｍ³/日 
644,853ｍ³/日 645,460ｍ³/日 645,476ｍ³/日 645,546ｍ³/日 672,520ｍ³/日 

(90.8%) (90.9%) (90.9%) (90.9%) (94.7%) 
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② 給水原価 

ア 達成状況 

給水量が増加したことにより、目標を達成した。 

③ 企業債残高 

ア 達成状況 

企業債の計画的な償還を行い、目標を達成した。 

■算定式 

   （ 経常費用－（ 受託工事費＋材料及び不要品売却原価＋付帯事業費－長期前受金戻入 ） 

                               年間総有収水量  ※ １年間で料金徴収の対象となった水量のこと 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 有収水量１ｍ³当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標 

＜目標の設定基準＞ 

・ 令和４年度の実績値を目標に設定 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(円/㎥以

下) 

9.7 10.4  10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

実績 

(円/㎥) 
10.1  10.4  ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 × ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(億円以

下) 

41 33 24 16 9 1 1 19 40 66 83 

実績 

(億円) 
41  33 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

■算定式 

＝ 前年度末未償還残高 － 当年度償還額 ＋ 当年度借入額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 工業用水道事業において、建設・改良などの費用に充てるため、地方公共団体が発行する地

方債 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 

（令和５年度以前は、企業庁総合経営計画(令和元年度～令和５年度)で定めた目標値） 

＝  
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④ 資金残高 

ア 達成状況 

   決算見込みを上回る利益を確保できたことで、目標を達成した。 

 

 

  

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(億円以

上) 

― 95 98 103 121 119 91 67 46 24 26 

実績 

(億円) 
103  108 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

■算定式 

＝ 前年度末資金残高＋当年度補填財源発生額－資本的収支の赤字額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 営業活動から生じる純利益を源泉として確保している資金 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 
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６ 参考指標 

 数値目標は設定せず、参考数値として実績値のみ算出。 

７ 企業庁の自己評価 

（１） 目標の達成状況 

全４項目のうち、すべての目標を達成した。 

（２） 決算状況 

令和６年度は、前年度と比較すると委託料、人件費等の営業費用が増加したものの、給水収益や

受取利息等の収益も増加したことで、純利益はほぼ前年度並みの 904 百万円を確保し、平成５年度

以降、32 年連続で黒字を維持している。 

また、投資・財政計画と比較して、修繕費・委託料などが実績減となった結果、計画より費用が減

少し、純利益が 472 百万円増加した。 

（３） 企業庁の分析 

  ① 経営健全化の維持 

・ 契約水量の維持・増加により料金収入を確保しており、給水原価についても費用の抑制により

10 円前後で推移している。経常収支比率は 120%以上で推移し、安定した経営を確保している。 

・ 令和６年度末時点で資金残高が企業債残高を上回っており、企業債の償還財源が確保されて

いるものの、経営戦略における令和 15 年度の状況を見ると、企業債残高が資金残高を上回って

いる。将来の償還財源の確保に向けて、投資規模の適正化・平準化を図っていくことで、企業債

の新規発行を抑制しつつ、計画的・効率的な施設の整備・改修等による費用の抑制より償還財

源を確保する。 

② 強靭化・危機管理体制の確保 

・ 各ポンプ場の基幹施設および管路施設の耐震化・浸水対策が完了しており、老朽化対策につ

いても、アセットマネジメント推進計画に基づいて計画的な施設の修繕・更新を実施している。 

・ 近隣の事業体との災害時等の相互応援体制の確立や事故を想定した訓練の実施やマニュア

ルの整備等の事故発生時の被害拡大防止や迅速な復旧を図るための対応が取れている。 

 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

経常収支比率 137.0% 146.8% 136.9% 127.6% 129.3% 

流動比率 653.6% 843.7% 890.1% 1032.4% 1041.7% 

料金回収率 140.1% 141.3% 138.7% 130.0% 130.6% 

自己資本構成比率 69.9% 72.5% 74.6% 76.7% 80.6% 

最大稼働率 91.5% 90.8% 90.9% 90.9% 94.7% 
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（４） 将来の償還財源の確保について 

・ 令和６年度末時点における企業債残高は 33 億円だが、資金残高は 108 億円あり、償還財源とし

て確保されているものの、経営戦略における令和 15 年度の状況を見ると、企業債残高 83 億円に

対し、資金残高は、26 億円となっている。 

・ 将来の償還財源の確保に向けて、投資規模の適正化・平準化を図っていくことで、企業債の新

規発行を抑制しつつ、計画的・効率的な施設の整備・改修等による費用の抑制より償還財源を確

保する。 

８ 全体総括 

・ 「アセットマネジメント推進計画」に基づき、施設の点検・診断、修繕・長寿命化工事を通じて、適切な

管理運営を推進している。しかし、現行計画では施設の老朽化が進行する中、更新・修繕費用の増加

が避けられず、令和６年度末時点では企業債の償還財源は確保されているものの、将来的には企業債

残高が資金残高を上回る見込みである。 

・ このため、令和 11 年度以降の大規模更新に向けて、新たな技術導入やダウンサイジング等により投

資規模の適正化・平準化を図り、企業債の新規発行を抑制しつつ、計画的・効率的な施設整備を進め、

経営の健全性を維持する。 
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Ⅲ 地域整備事業 

   事業の目的 

土地の取得・造成・供給やこれらにあわせて行う施設の整備・供給等を通じ、地域の魅力と活力
を高め、産業の健全な発展と県民福祉の向上に寄与する。 

   事業概要 

・ 潮芦屋、神戸三田国際公園都市、播磨科学公園都市、淡路津名地区で産業用地、住宅用
地、業務用地の分譲を実施している。 

・ 各地区の特性・優位性を生かし、民間ノウハウの積極的な導入、地元市町との連携により戦略
的な分譲を進めている。 

 １ 地域整備事業の取組方針 

(1) 会計の抜本的見直し 

・ 会計の収束…企業債償還が完了し、主要な分譲事業が概ね進捗する令和 20 年度を目途に会

計の収束を目指す 

(2) 既開発地区の分譲推進 

・ 分譲計画の推進…市町との連携や民間活力の積極的な活用による分譲の推進 

(3) 播磨科学公園都市 

・ 新たな都市のあり方検討…地元市町、有識者、県等による協議会で新たな都市のあり方につい

て検討し、持続可能な都市運営に向けた基本的な方向性をとりまと

め 

(4) 淡路夢舞台 

   ・ 淡路夢舞台の創造的再生…大阪湾ベイエリアの新たな展開を見据え、地域の活性化を牽引す

る拠点として淡路夢舞台を創造的に再生 

(5) 企業債償還財源の確保 

   ・ 資金不足対策…目前の資金ショートを回避するとともに、令和 11 年度以降の企業債償還ピー

クを見据えつつ、今後の資金不足対策を明確化 
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２ 令和６年度の主な事業の取組 

 (1) 会計の抜本的見直し 

令和５年度に企業庁経営評価委員会で取りまとめられた「地域整備事業のあり方検討についての

報告書」を踏まえ、地域整備事業会計のあり方庁内検討会や有識者へのヒアリングを行い、県政改革

調査特別委員会で審議を行った。 

令和７年３月、「兵庫県県政改革方針の変更」として議決され、「令和 20 年度の会計の収束を目指

す」など基本的な方向性を決定した。 

 (2) 既開発地区の分譲推進 

  ① 潮芦屋 

   ア 商業・利便施設用地の分譲推進 

センターゾーンⅠ期北ブロック（約 0.8ha）の分譲に向け、令和６年 10 月に事業提案競技方式

により事業予定者を選定。 

   （Ａ区画：㈱マリーナジャパン、Ｂ区画：㈱ファミリーマート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 災害に強いまちづくりの推進 

平成 30 年台風第 21 号による高潮被害に対する土木部管理護岸の対策に合わせ、企業庁管

理の護岸嵩上げ工事等の防災対策を推進。 

 

  ② 神戸三田国際公園都市（カルチャータウン・フラワータウン） 

   ア 住宅用地の分譲推進 

    ■ 民間活力・インセンティブの活用 

民間事業者の営業力や販売力などを生かし、住宅メーカー 

や工務店との共同により住宅分譲を推進するとともに、若年 

世帯を対象とした購入支援や太陽光発電システム整備助成な 

どのインセンティブ制度を活用して分譲を促進 

【令和６年度分譲状況】（ワシントン村） 

都市近郊の自然豊かな住環境の良さが改めて注目され、 

分譲が好調。令和６年度は７区画分譲済。残り９区画分譲中。 

       

 

用 途 

分 譲 

計 画 

（ha） 

分 譲 の 状 況 

累 計 

(ha) 
分譲済率 

住 宅 32 32 100% 

業 務 60 60 100% 

合 計 92 92 100% 

 

【分譲状況】    （R7.3月末時点） 

用 途 

分 譲 

計 画 

（ha） 

分 譲 の 状 況 

累 計 

(ha) 
分譲済率 

住 宅 31 30 97% 

業 務 63 62 99% 

合 計 94 92 98% 

 

【分譲状況】    （R7.3 月末時点） 
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■ Web媒体等の活用 

アメリカ郊外の邸宅街のようなロケーション等住宅街区の魅力を民間住宅情報サイトへの掲載

などにより積極的に発信。 

【企業庁独自のインセンティブ】 

イ カルチャータウン地区センター商業施設の事業展開 

・ 令和５年９月 物販エリアを拡張・リニューアルオープンし、地域の生活利便性を向上 

・ 令和６年 11 月 まちのにぎわい創出のため「Sanda Coffee Fest.2024」を開催 

・ 令和７年３月 レストラン「NORTHERN EIGHT COFFEE カルチャータウン店」オープン 

ウ 県・三田市・関西学院大学での連携協力協定に基づく取組 

・ カルチャータウン地区の活性化または交流の拡大 

・ 産学官民の連携促進、起業家支援 

・ 若年層の定住促進、地域に貢献する人材育成 

・ ニュータウンの都市再生 

・ 関西学院大学による複合施設の開設 

エ フラワータウンセンター地区における公民連携に関する覚書に基づく取組 

・ まちの再生、活性化または交流の拡大に関する事項 

・ 若年層・子育て層の定住促進に関する事項 

・ まちづくり人材の育成に関する事項 

・ センター地区の土地利用活用に関する事項 

・ その他まちづくりに必要と認める事項 

  

制 度 名 内  容 助成上限額等 

若年世帯新居購入支援 

※他制度との併用不可 

ア 結婚後 10年以内又は中学校入学前の子を扶養 

イ 婚約中で土地所有権移転日までに結婚予定 

分譲価格から 

400万円割引 

太陽光発電システム整備助成 

※ガーデニング等整備助成又は 

安全で快適な家づくり助成との併用可 

太陽光発電システムの整備工事費用助成 150万円 

ガーデニング等整備助成 

※太陽光発電システム整備助成との併用可 
ガーデニング、菜園の整備費用助成 100万円 

安全で快適な家づくり助成 

※太陽光発電システム整備助成との併用可 

フラット 35Sの技術基準適合住宅(ZEH住宅含む)

等の建築費用助成 
100万円 
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    ■ 企業庁関連事業 

企業庁保有の人と自然の博物館と隣接するセンター地区用地（約 1ha）について、まちの再

生・活性化、若年層・子育て層の定住促進等につながるよう、三田市が策定したフラワータウン

再生ビジョンを推進するため、令和８年まで暫定的に㈱北摂コミュニティ開発センターに当該用

地を貸し付け、「エキマエアキチ」と名付けて、令和６年 11 月から社会実験等を実施。 

【施設の概要・活用内容】 

 ・ センター施設「EKIMAE Base」：多世代を対象とした生涯学習の場 

                      （ﾀﾞﾝｽ・英会話・空手等） 

 ・ スポーツひろば：こどもや若者が気軽に利用できるスポーツの場 

             （ﾊﾞｽｹｯﾄ・BMX・ﾗﾝﾊﾞｲｸ等） 

 ・ 芝生ひろば：誰もが日常的に立ち寄り交流ができる場。（ﾏﾙｼｪ・ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ等） 

       ・ 時間貸駐車場：一部をキッチンカー駐車場としても利用 

 

  ③ 播磨科学公園都市 

ア 魅力あるまちづくり 

    ■ バスターミナルの活用促進 

都市中心部の芝生広場に、バスターミナルを整備（令和３年４月供用開始）し、JR 各駅に連絡

する路線バスやコミバスが乗り入れしている。 

当該バスターミナルに隣接したコミュニティスペース（令和３年 11 月供用開始）において既存イ

ベントと連携し、にぎわいを創出。 

イ 産業用地の分譲推進 

    ■ 地域特性を生かした企業誘致活動の展開 

（主な地域特性） 

      ・ 世界的な先端科学技術基盤(SPring-8、SACLA 等)の集積 

      ・ 立地企業の研究開発・人材育成等をサポートする産学公連携（JASRI、兵庫県立大学等） 

      ・ 地盤が強固であること等防災面における安全性の高さ 

      ・ 中国自動車道と山陽自動車道の双方へのアクセスが可能（播磨自動車道が双方に接続） 

      ・ 高速通信ネットワーク基盤(ひょうご情報ハイウェイ)の無償利用が可能 

    ■ インセンティブの活用 

SPring-8等先端科学技術基盤が集積する播磨科学公園都市の特性や企業ニーズに応じ

た企業誘致を図るため、各種インセンティブ制度の活用を通じて分譲を推進 

【企業庁独自のインセンティブ】 

地区別 区分 制 度 名 内 容 

共 通 

割引 地域創生割引 
県外から本社機能を移転する企業等に土地分

譲価格を 20％割引 

補助 地質等調査費助成 
立地検討企業等のボーリング調査費用を助成

［最大 500 万円］ 

播磨科学 

公園都市 

割引 研究開発型企業立地促進割引 
SPring-8 等を活用する研究開発型企業等に土

地分譲価格を 20％割引(割引併用は 10%) 

補助 立地企業研究開発支援助成 
SPring-8 等の機器使用料の 1/2 を助成 

［最大 1,000 万円、立地後 10 年間］ 
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   ■ 民間活力の積極的活用 

企業立地に結びつく効果的な民間手法を活用した分譲を推進。 

○ 「ひょうご・神戸投資サポートセンター」との連携強化 

産業用地の PR、企業投資情報の収集・分析や個別企業訪問等を実施。 

○ 企業誘致サポーター 

建設業者や不動産業者等、企業立地の情報を保有する個人・法人を企業誘致サポーター

（協力者）として登録し、立地検討企業に関する情報提供を受け、立地が決定した場合等に成

功報酬を支払うことにより効果的な誘致活動を展開。 

   ■ 播磨科学公園都市の PR 

    ・ 都市の案内パネル展示の拡充等 

・ デジタルサイネージによるまちの魅力発信 

【令和６年度分譲状況】 

残り１区画分譲中。 

    ウ 住宅用地の分譲推進 

   ■ 民間活力・インセンティブの活用 

・ 民間事業者の営業力や販売力などを生かし、住宅メーカーや地元工務店との共同により宅地

分譲を推進するとともに、若年世帯を対象とした購入支援や太陽光発電システム整備助成など

のインセンティブ制度を活用して分譲を促進 

・ 子育て雑誌を活用した若年世帯へのＰＲ、インターネット検索時に表示されるリスティング広告

の実施 

    ■ Web 媒体等の活用 

・ 居住者による SNS を通じたまちの魅力発信 

【令和６年度分譲状況】 

残り９区画分譲中。 
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【企業庁独自のインセンティブ】  

④ 淡路津名地区 

 ア 産業用地の分譲推進 

  ■ 地域特性を生かした企業誘致活動の展開 

  （主な地域特性） 

ア あわじ環境未来島構想の推進 

イ 公共岸壁を備えた大規模用地 

   ウ 高速通信ネットワーク基盤 

(ひょうご情報ハイウェイ)の無償利用が可能 

【企業庁独自のインセンティブ】 

地区別 区分 制 度 名 内 容 

共 通 

割引 地域創生割引 
県外から本社機能を移転する企業等に

土地分譲価格を 20％割引 

補助 地質等調査費助成 
立地検討企業等のボーリング調査費用

を助成［最大 500 万円］ 

淡路津名 

地区 

割引 あわじ環境未来島構想支援割引 

省ｴﾈ、地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ発展、生活向上関連

企業等に土地分譲価格を 20％割引(割

引併用は 10%) 

補助 淡路津名地区公共岸壁等使用料助成 

津名港岸壁及び埠頭の使用料の 1/2 を

助成 

［最大 1,000 万円、立地後 10 年間］ 

【令和６年度分譲状況】 

残り２区画分譲中。 

制 度 名 内  容 助成上限額等 

多世代近住支援 

※他制度との併用不可 

ア 親族（３親等内）が同時期に２区画を購入 

イ １～５期の現居住者の親族（３親等内）が購入 

分譲価格を 

半額 

テレワーク応援住宅購入支援 

※他制度との併用不可 

在宅勤務制度導入の事業所等に勤務等 

 

分譲価格から 

400万円割引 

若年世帯新居購入支援 

※若年世帯新居購入奨励金との併用可 

ア 結婚後 10年以内 

イ 婚約中で土地所有権移転日までに結婚予定 

ウ 中学校入学前の子を扶養 

分譲価格から 

400万円割引 

若年世帯新居購入奨励金 

※若年世帯新居購入支援との併用可 

ア 結婚後 10年以内 

イ 婚約中で土地所有権移転日までに結婚予定 

ウ 中学校入学前の子を扶養 

150万円 

(居住開始時

100万円､ 

出産時 50万円) 

太陽光発電システム整備助成 

※安全で快適な家づくり助成との併用可 
太陽光発電システムの整備工事費用助成 150万円 

安全で快適な家づくり助成 

※太陽光発電システム整備助成との併用可 

フラット 35Sの技術基準適合住宅(ZEH住宅含む)等

の建築費用助成 
100万円 

用 途 

分 譲 

計 画 

（ha） 

分 譲 の 状 況 

累 計 

(ha) 
分譲済率 

産 業 146 128 88% 

業 務 5 5 100% 

合 計 151 133 88% 

 

【分譲状況】    （R7.3 月末時点） 
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(3) 今後の展開方策 

  ① 播磨科学公園都市 

まちびらきから 25 年を経て、SPring-8 の高度化等の新たな展開を迎えるなか、都市の現状や地

域整備事業会計の経営状況等も踏まえつつ、持続可能な都市運営に向けて、令和６年度に立ち

上げた「播磨科学公園都市の新たなあり方検討協議会」において、新たな都市のあり方を検討。令

和 6 年 11 月に第 1 回、令和 7 年 3 月に第 2 回の協議会を開催。 

② 淡路夢舞台 

    神戸空港国際化等、大阪湾ベイエリアの新たな展開を見据え、世界的な観光・交流拠点としてグ

レードアップするため、民間資金、経営ノウハウ等の活用も視野に、今後の運営手法を検討。ホテ

ル及び公共施設群の新たな展開方策等の検討に向けた基礎調査の実施や、サウンディング型市

場調査を実施。 

(4) 企業債償還財源の確保 

企業庁経営評価委員会で取りまとめられた「地域整備事業のあり方検討についての報告書」を踏ま

え、県政改革調査特別委員会で議論の上、下記のとおり県政改革方針を示した。 

① 一般会計との貸借関係の整理（対策額 200 億円） 

② 進度調整地の活用・処分（対策額 292 億円） 

③ 企業庁他会計からの資金融通（対策額 60 億円） 

④ 保有資産の整理（最大 588 億円） 

３ 令和６年度経営評価の考え方 

 

４ 経営成績 

令和５年度と令和６年度と比較すると、阪神地域の土地売却収益は▲1,956 百万円、播磨地域の土

地売却収益は＋7,125 百万円、淡路地域の土地売却収益は▲572 百万円であった。播磨地域は進度

調整地の一部を環境林として 8,757 百万円を知事部局へ移管したため土地売却収益及び土地売却原

価がともに増加した。また、進度調整地を含む未成事業資産について、時価評価損を 33,270 百万円計

上したことが、経常損失、当年度純損失を計上した主因である。 

また、投資・財政計画と比較して、計画時より棚卸資産減耗損が減少したため、計画より費用が減少し

たことで純損失が 539 百万円減少した。令和６年度は経常損失が 33,018 百万円の赤字となり、当年度

純損失が 33,006 百万円となっている。 
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（１） 決算の概要 

 

 

（２） 収支の概要 

 

 

 

 

 

( 単位：百万円 )

R5年度 R7年度 R8年度 R9年度

実績 計画 実績

営業収益 6,737 11,732 11,338 10,022 8,521 4,284

　うち土地売却収益 5,538 10,747 10,404 8,877 7,613 3,387

営業費用 6,410 45,416 44,470 10,292 8,552 4,342

　うち土地売却原価 4,844 10,506 10,178 8,822 7,604 3,387

営業利益（営業損失） 328 △ 33,684 △ 33,132 △ 270 △ 31 △ 58

営業外収益 156 130 124 101 38 33

営業外費用 10 8 11 14 10 10

経常利益（経常損失） 474 △ 33,562 △ 33,018 △ 183 △ 3 △ 35

特別利益 20 17 17 0 0 0

特別損失 21 0 5 14 0 0

純利益（純損失） 473 △ 33,545 △ 33,006 △ 197 △ 3 △ 35

計画

R6年度

( 単位：百万円 )

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

営業収益 2,545 897 1,269 888 808 2,064

　うち土地売却収益 1,648 0 381 0 0 1,335

営業費用 2,592 949 1,320 957 960 2,218

　うち土地売却原価 1,647 0 368 0 0 1,256

営業利益（営業損失） △ 47 △ 52 △ 51 △ 69 △ 152 △ 154

営業外収益 33 32 2 2 2 2

営業外費用 10 10 10 10 10 10

経常利益（経常損失） △ 24 △ 30 △ 59 △ 77 △ 160 △ 162

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0

純利益（純損失） △ 24 △ 30 △ 59 △ 77 △ 160 △ 162

計画

 令和５年度実績 

 

令和６年度実績 

営業利益（営業損失） ３２８ 百万円 △３３，１３２ 百万円 

経常利益（経常損失） ４７４ 百万円 △３３，０１８ 百万円 

純利益（純損失） ４７３ 百万円 △３３，００６ 百万円 

※端数処理のため、若干の誤差が生じることがあります。 
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５ 令和６年度の評価指標の達成状況 

① 分譲進捗率 

ア 達成状況 

分譲目標 95.0%以上に対して、実績は 92.7％だった。 

イ 課題・原因 

産業用地は、分譲中区画が残り少なくなり、企業の立地ニーズと合う土地が無かったこと、住宅

用地は、まちの魅力発信など PR 不足が主因である。 

ウ 対応方針 

産業用地等は地元市町やひょうご・神戸投資サポートセンターと連携して情報収集・発信を行うと

ともに、分譲を促進する。住宅用地についても、各種インセンティブ制度や民間活力、Web 媒体等

を積極的に活用して分譲を促進する。播磨科学公園都市においては、「播磨科学公園都市の新た

なあり方検討協議会」でのまちの価値向上に向けた土地活用のあり方などの議論を踏まえ、今後の

方針を検討する。 

【参考】令和６年度実績の内訳 

 

※分譲計画及び分譲累計面積に進度調整地（矢野・小犬丸）は含まれない 

令和5年度

分譲累計面積 分譲面積 分譲累計面積 ( 進捗率 )  

産業用地 229.6ha 208.9ha 0.0ha 208.9ha 91.0 %

住宅用地 214.1ha 204.4ha 0.4ha 204.8ha 95.7 %

業務用地 302.1ha 277.3ha 0.0ha 277.3ha 91.8 %

計 745.8ha 690.6ha 0.4ha 691.0ha 92.7 %

分譲計画面積
令和6年度

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(％以上) 
93.0 95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

実績 

(％) 
92.6 92.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算定式 

＝分譲実績面積／分譲計画面積 

 ■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

 ・ 年度末において分譲計画土地のうち、どれほど分譲したかを表す指標 

・ 分譲実績面積には定期借地権を設定している土地の面積を含む 

＜目標の設定基準＞ 

・ 分譲目標面積を具体的に地区ごとに求め、目標となる分譲推進率を算出 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 住宅用地 】 

   ワシントン村において、令和６年度はエンドユーザーへ総面積 0.4ha を分譲し、目標を達成した。 

【 業務用地 】 

                  令和６年度は、フラワータウンセンター地区にある業務用地を㈱北摂コミュニティ開発センターに貸

し付けた。 

【 住宅用地 】 

  民間活用やインセンティブ、Web 媒体を活用した分譲活動を展開したが、売却には至らなかった。 

【 産業用地 】 

  精力的に交渉を進めた結果、令和７年３月に１区画約 2.4ha の分譲申込みを受け、売却に向け交渉

中。 

《 潮芦屋 》 

  
R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

実績 計画 実績 計画 

分譲・定期借地面積 

（ha） 
2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち住宅用地(ha) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち業務用地(ha) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

【 住宅用地 】 

                  ワシントン村において、令和４年度はエンドユーザーへ１５区画、事業者へ１２区画の計２７区画を販

売し、目標を達成した。 

潮芦屋において、令和４年度はＪゾーンを㈱マルハチ（1.4ha）、ＧⅢゾーン（0.9ha）を積水

ハウス㈱に売却した。 

 

《 神戸三田国際公園都市 》 

  
R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

実績 計画 実績 計画 

分譲・定期借地面積 

(ha) 
0.5  1.0 0.4  0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち住宅用地(ha) 0.5  0.4 0.4  0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち業務用地(ha) 0.0  0.6 0.0  0.0 0.0 0.0       

 

 

《 播磨科学公園都市 》 

  
R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

実績 計画 実績 計画 

分譲・定期借地面積 

(ha) 
2.1  0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 うち住宅用地(ha) 0.1  0.1 0.0  0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち業務用地(ha) 2.0  0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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【 産業用地 】 

  淡路市、ひょうご・神戸投資サポートセンターと連携しながら、立地検討企業に対して粘り強い交渉を

行ったが、売却には至らなかった。 

《 淡路津名地区 》 

  
R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

実績 計画 実績 計画 

分譲・定期借地面積 

(ha) 
5.5  2.7 0.0  9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  うち産業用地(ha) 5.5   2.7 0.0  9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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② 企業債残高 

      ア 達成状況  

     計画的に企業債を償還し、目標を達成した。 

③ 資金残高 

ア 達成状況 

       企業債の償還があった一方で、それを上回る土地の売却（進度調整地のうち矢野・小犬丸地

区等）があったことで、目標について達成した。 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(億円以

下) 

758 707 670 575 568 421 338 272 205 157 65 

実績 

(億円) 
758 707 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

■算定式 

＝ 前年度末資金残高＋当年度補填財源発生額－資本的収支の赤字額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 営業活動から生じる純利益を源泉として確保している資金 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 

■算定式 

＝ 前年度末未償還残高 － 当年度償還額 ＋ 当年度借入額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 年度末における企業債未償還残高の合計 

＜目標の設定基準＞ 

・ 新規発行をしなかった場合（借換債を除く）の企業債未償還残高の合計 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(億円以

上) 

― 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

実績 

(億円) 
107 150 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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④ 経常収支比率 

ア 達成状況 

時価評価損の増加等により目標を達成することができなかった。 

イ 課題・原因 

進度調整地を含む未成事業資産の時価評価の見直しは、一時的な要因であるものの、売却

可能な分譲ストックが枯渇し収益が減少する一方、既存施設の維持管理、老朽化対策等に必要

な経常的支出が続き、今後の収益悪化が懸念される。 

ウ 対応方針 

令和２０年度の会計の収束を視野に入れつつ、それぞれの事業の特性に応じ順次資産の整

理等を着実に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(％以上) 
108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

実績 

(％) 
112.6 25.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ○ × ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ■算定式 

＝ （ 営業収益 ＋ 営業外収益 ） / （ 営業費用 ＋ 営業外費用 ） 

■定義・目標の設定基準 

 ＜定義＞ 

・ 土地売却収益等の本業の収益及び受取利息等の恒常的な収益で、土地売却に係る経費や支払

利息等の恒常的な費用をどの程度賄えているかを表す指標。 

・ 100%以上であれば、経常収支が黒字であることを示している。 

＜目標の設定基準＞ 

・ ・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 
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《青野運動公苑の運営》 

 青野運動公苑利用者数 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 主要施設の利用状況 

・ ゴルフ部門は、インターネット予約サイト経由の集客施策の効果もあり、ビジター利用者数が順調に

推移し、年間利用者数は前年度比 0.51％増の 51,036 人となった。 

・ テニス部門は、主力であるテニスの学生合宿の需要が、未だコロナ禍以前の水準には回復していな

いものの、利用者数は前年度比 3.84％増の 13,267 人となり回復の兆しが見られる。 

・ ホテル部門は、令和 5 年 10 月に加東市に宿泊施設がオープンしたこと等により、ビジネス利用者が

減少し、前年度比 1.34％減の 10,089 人となった。 

・ グラウンド・ゴルフ部門は、猛暑や台風等の影響により、前年度比 2.49％減の 10,381 人となった。 

・ これらの結果、令和６年度の施設全体の利用者数は 84,773 人となり、令和５年度実績の 84,425 人

を上回った。 

【現在の青野運動公苑のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 今後の展開方策 

令和７年１１月末に知事部局との無償貸付契約、現行運営者との管理運営契約の契約期間が満了を

迎える。契約期間満了まで、引き続き、集客力・収益力の向上を目指し運営を行うとともに、新事業者へ

事業等の引継ぎを行っていく。 

【参考】 

令和７年 12 月以降の利活用方針を、有識者等で構成する検討委員会での検討結果を踏まえ、民間

売却に向け事業者を公募し、現行運営者である「ニホンターフメンテナンス（株）」が事業予定者となった。 

【スケジュール】 

R7.3.31 公募開始 R7.7.31 提案審査 R7.9：県議会上程 R7.12～：新体制での運営開始 

 

  R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

   利用者数 59,221 人  68,938 人  77,800 人  84,425 人  84,773 人  

     ゴルフ 39,802 人  47,555 人  48,839 人  50,777 人  51,036 人  

     テニス 8,665 人  8,644 人  11,321 人  12,776 人  13,267 人  

     ホテル 2,559 人  3,520 人  7,825 人  10,226 人  10,089 人  

     グラウンド・ゴルフ 8,195 人  9,219 人  9,815 人  10,646 人  10,381 人  

 

納付金 

（納入連動分） 

共同経営 

 

 二ホンターフメンテナ

ンス株式会社 

（運営） 

企業庁運営経費 

企業庁（経営） 

知事部局 

（財産保有） 

納付金 

（基本分） 

管理運営契約 

貸付契約 

（無償） 

管理収益納付金

（雑入） 

《残余額》 

所有者 
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《淡路夢舞台の状況》 

・ 淡路夢舞台は、土砂採取跡地に自然環境の回復と緑豊かな景観を創造するとともに、人と自然と文

化が交流する「淡路島国際公園都市」の中核施設として整備された。（株）夢舞台による、ホテル、国

際会議場、温室等の施設群の一体的な管理運営により、北淡路地域の振興を推進している。 

・ 企業庁が１，２５２百万円を出資（出資割合８３．０％）し、ホテル等建物を貸付けている（株）夢舞台

について、その経営状況、財政状態及びホテルの利用状況は次のとおりである。 

  ・ なお、本経営評価では、自主的な運営が行われていることから評価対象外としている。 

（１） 経営状況 

６か年の経営状況の推移は次のとおりで最繁忙期の８月に「南海トラフ地震臨時情報」や「台風８

号」による東海道新幹線の運休、動きが遅く近畿圏襲来予報が長期化した「台風 10 号」に伴うキャン

セルといった自然災害等の影響もあり、売上は前年度を下回ったものの、徹底した経費削減等によ

り、当期損益は４百万円の純利益となった。 

 

（単位：百万円）   

○ 財政状態（令和７年３月３１日現在） 

債務超過は解消されているものの、累積欠損は約 15 億円となっている。  

 

    （単位：百万円） 

資産の部 負債・純資産の部 

流動資産 

固定資産 

有形固定資産 
無形固定資産 
投資その他資産 

８４７ 

５４８ 

５２４ 
９ 

１５ 

 流動負債 

固定負債 

株主資本 

資本金 
利益剰余金 

１，１１３ 

２４６ 

３６ 

１，５０９ 
△ １，４７３ 

 

合  計 １，３９５  合  計 １，３９５  

 

  

区  分 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

収    益 ３，６９７ ２，５３９ ２，７０５ ３，６１１ ３，７８５ ３，６９２ 

費    用 ３，７６７ ２，８２８ ２，８５８ ３，５４３ ３，８１１ ３，６８８ 

当期純利益 △ ７０ △ ２８９ △ １５３ ６８ △ ２６ ４ 

（株）夢舞台の収支状況 

（株）夢舞台の資産状況 
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（２） 主要施設の利用状況 

ホテルについては、個人客の需要が自然災害の影響などで鈍化し、過去に例を見ないほど需要創

出に苦労した年となった。稼働率や宿泊者数は減少したが、単価重視の方針により収益確保に努め

た。 

公共施設群については、あわじグリーン館が改修工事に伴い長期休館するとともに、一部物販テ

ナントが休業し、来客数が減少した。国際会議場は大型会議が低調だったが、国内会議で件数を維

持した。 
 

 

区 分 R5年度 R6年度 対前年度比   
H30年度 

(コロナ前) 

対 H30 

年度比 

ホ
テ
ル 

客室稼働率(%) 63.0 58.1 92.2%   68.5 84.8% 

宿泊者数(千人) 93 86 92.5%   98 87.8% 

宴会（一般・婚礼）(件) 507 471 92.9%   653 72.1% 

レストラン(千人) 183 170 92.9%   233 73.0% 

展望テラス＆レストラン(千人) 115 74 64.3%   187 39.6% 

温室(千人) 108 6 5.6%   180 3.3% 

国際会議場(件) 351 397 113.1%   385 103.1% 

 

（３） 今後の展開方策 

     大阪湾ベイエリアの新たな展開を見据え、地域の活性化を牽引する拠点として淡路夢舞

台を創造的に再生する。 

         このため､ホテル等の企業庁保有資産の維持管理・運営に民間活力を導入することとし、

「資産譲渡」又は「運営権設定」を基本に検討を進める。 

【令和７年度の取組内容】 

「淡路夢舞台の創造的再生に向けた検討会」の実施 

（第１回：６月 19日(木)、第２回：８月１日(金)） 

  

（株）夢舞台の施設利用状況 



36 

６ 参考数値 

   数値目標は設定せず、参考数値として実績値のみ算出。 

７ 企業庁の自己評価 

（１） 目標の達成状況 

神戸三田国際公園都市の住宅用地は依然として分譲が好調であるものの、播磨科学公園都市、

淡路地域の分譲が伸び悩み分譲進捗率は目標未達となった。また時価評価損の増加等により経常

収支比率も目標未達となった。 

（２） 決算状況 

令和６年度は進度調整地を含む未成事業資産について、時価評価を見直したことにより、時価評

価損を 33,270 百万円計上した。本件を主要因として当年度純損失が 33,006 百万円となっている。 

また、投資・財政計画と比較して、計画時より棚卸資産減耗損が減少したため、計画より費用が減

少したことで純損失が 539 百万円減少した。 

  （３） 企業庁の分析 

    ① 会計の抜本的見直し 

      地域整備事業のあり方検討についての報告書に示された基本的な方向性等を踏まえつつ、県

全体の視点から地域整備事業の意義や必要性、今後の課題等を検討し、会計の存廃も含めた抜

本的見直しについて検討。 

県として、地域整備事業の展開に区切りをつけることとし、企業債償還が完了し、主要な分譲事

業が概ね進捗する令和２０年度を目途に会計の収束をめざす等方針を決定した。 

② 既開発地区の分譲推進 

  潮芦屋において、貸付中だった業務用地２区画（0.8ha）を分譲したほか、三田カルチャータウン

ワシントン村において、住宅用地７区画（0.4ha）を分譲した。播磨科学公園都市では、産業用地１

区画（2.4ha）の分譲申込みを受け付けた。 

     ③ 播磨科学公園都市 

播磨科学公園都市の新たなあり方を検討する協議会を立ち上げ、令和６年度は２回開催し、関

係者間の意見交換を通じて、検討体制（案）、検討スケジュール（案）を提示した。 

    ④ 淡路夢舞台 

ホテル等の企業庁保有資産の維持管理・運営に民間活力を導入することとし、「資産譲渡」又

は「運営権設定」を基本に検討を始めた。 

 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

流動比率 634.0% 677.9% 375.9% 629.4% 128.4% 

自己資本構成比率 25.4% 25.4% 27.1% 26.0% 11.4% 

青野運動公苑利用者数 74 千人 59 千人 69 千人 78 千人 85 千人 
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   ⑤ 企業債償還財源の確保   

企業債償還の本格化に伴う今後の地域整備事業会計の資金残高の状況を踏まえ、資金不足

対策について検討を行った結果、一般会計との貸借関係の整理、進度調整地の活用・処分、企

業庁他会計からの資金融通、保有資産の整理により対策を行っていく方針を決定した。 

 （４） 将来の償還財源の確保について 

令和６年度企業債残高は、707 億円に対して、資金残高は 169 億円となっており、資金残高が企

業債残高を下回っている。 

県政改革方針で示した進度調整地の活用・処分の対策額 292 億円のうち、令和６年度は矢野・小

犬丸地区を 88 億円で知事部局へ移管した。 

しかしながら、今後本格化する企業債償還を考慮すれば、資金繰りが悪化する見込みであること

から、一般会計との貸借関係の整理、進度調整地の活用・処分、企業庁他会計からの資金融通、保

有資産の整理等、資金不足対策を着実に実施していく。 

８ 全体総括 

さらなる収益悪化と将来県民負担の増大を防ぐため、県として、地域整備事業の展開に区切りをつけ

ることとし、企業債償還が完了し、主要な分譲事業が概ね進捗する令和２０年度を目途に会計の収束を

目指す。 

この方針のもと、個別の資産および事業等の収束方針を明確にするとともに、会計の収束を見据えて

検討すべき課題・論点の整理に向け、県全体の視点で取組む。 

   その際地元関係者等との丁寧な調整も含め慎重に議論を進めていく。 

【参考】企業庁経営戦略改定の経緯 

年度 月 項 目 

R5 

10 企業庁経営評価委員会において「地域整備事業のあり方検討」について検討着手 

02 企業庁経営評価委員会から「地域整備事業のあり方検討についての報告書」を知事へ手交 

03 

企業庁経営戦略（R6～R15）を策定 

県政改革調査特別委員会において「地域整備事業」について審議着手 

R6 

04 県政改革調査特別委員会において「地域整備事業あり方検討についての報告書」について説明 

07 県政改革調査特別委員会において「課題と検討方向について」について説明 

12 県政改革調査特別委員会において「改革案について」について説明 

03 

令和７年２月定例県議会にて「県政改革方針の変更」を議決 

「県政改革方針の変更」を受けて企業庁経営戦略（R6～R15）を改定 

 

  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/keieihyouka.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/documents/tiikiseibiarikata-report_main_r06-02_1.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/documents/hyogokeieisenryaku_honbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/kenseikaikaku/shingi/documents/02_kadaikento.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/kenseikaikaku/shingi/documents/r061220kaikakuan.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk23/documents/03hontai0.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/documents/keieisenryakukaiteihonbun.pdf
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Ⅳ 地域創生整備事業 

   事業の目的 

地域創生に資する事業のうち、市町と協定して取り組む産業拠点の整備や健康福祉、都市再生等の

施設の整備などに関する事業を区分経理により展開する。 

   事業概要 

企業庁と小野市が協定を締結し、産業拠点「ひょうご小野産業団地」を整備し、完売した。その他、新

たな産業団地の整備の検討、三宮東再開発事業（サンパル建替）の活用策の検討等を行っている。 

１ 地域創生整備事業の取組方針 

 （１） 地域創生の推進と経営健全化の確保 

   ・ 適正な投資規模による事業実施…内部留保金の活用などによる新規発行債の抑制 

    ・ 採算性・透明性の確保…オープンなプロセスの導入による事業実施 

    ・ 生産性向上…３次元データを用いた計画図の作成など ICＴ技術導入の推進 

２ 令和６年度事業の主な取組 

 (1) ひょうご小野産業団地の整備 

県内産業団地の需給状況、企業立地の促進や雇用の創出など地域創生を推進する観点から、企

業庁と小野市が連携して産業拠点を整備し、令和６年度に周辺整備工事を含め全て完了した。 

① 対象地域 小野市市場地区（約 40.9ha）：『ひょうご小野産業団地』 

② 事業期間 2016(H28)年度～2024(R6)年度 

③ 全体分譲面積 24.8ha 

④ 令和６年度の事業内容 

周辺整備工事 等 

 

 (2) ひょうご情報公園都市第２期 

民間企業に対し、当該地への進出意欲や民間開発の可能性等を確認する「公募型サウンディング

調査」を実施した結果、立地ニーズが高く、民間開発の意向もあり、雇用、税収等の地域活性化への

貢献が見込まれ、地元の意向も強いことから、公民連携（県・市・民間）による産業団地化を進めること

とした。 
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３ 令和６年度経営評価の考え方 

 

 

４ 経営成績 

令和６年度は、ひょうご小野産業団地において分譲完了後に防災工事を実施したこと等から、２年

連続で当年度純損失が赤字となった。前年度比では、工事費の減少に伴い、赤字額が 78 百万円少

なくなり、△22 百万円の赤字となった。 

また、投資・財政計画と比較して、想定していた瑕疵担保責任にかかる費用が発生しなかったこと

等により営業利益が 49 百万円減少した。 

 

（１） 決算の概要 

 令和５年度実績 

 

令和６年度実績 

営業利益（営業損失） △１３ 百万円 △１ 百万円 

経常利益（経常損失） △７ 百万円 ３ 百万円 

純利益（純損失） △１００ 百万円 △２２ 百万円 
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（２） 収支の概要 

 

  

 

 

  

( 単位：百万円 )

R5年度 R7年度 R8年度 R9年度

実績 計画 実績

営業収益 1 1 1 1 1 1

営業費用 14 51 2 51 51 51

営業利益（営業損失） △ 13 △ 50 △ 1 △ 50 △ 50 △ 50

営業外収益 6.7 0 5.9 0 0 0

営業外費用 0.2 2 1.7 1 1 1

経常利益（経常損失） △ 7 △ 52 3 △ 51 △ 51 △ 51

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 93 0 25 0 0 0

純利益（純損失） △ 100 △ 52 △ 22 △ 51 △ 51 △ 51

R6年度

計画

( 単位：百万円 )

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

営業収益 23 23 23 23 23 23

営業費用 59 59 9 9 9 9

営業利益（営業損失） △ 36 △ 36 14 14 14 14

営業外収益 0 0 0 0 0 0

営業外費用 1 0 0 0 0 0

経常利益（経常損失） △ 37 △ 36 14 14 14 14

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0

純利益（純損失） △ 37 △ 36 14 14 14 14

計画

※端数処理のため、若干の誤差が生じることがあります。 
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５ 令和６年度の経営指標の達成状況 

① 企業債残高 

ア 達成状況 

予定通り企業債を償還し、新規発行をしなかったことから、目標としていた 586 百万円以下を達

成した。 

② 資金残高 

ア 達成状況 

工事費の実績減などにより、支出が抑えられ、目標の資金残高を上回った。 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(百万円

以下) 

― 586 586 586 466 0 0 0 0 0 0 

実績 

(百万円) 
2,317 586 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

■算出式 

  ＝ 前年度末未償還残高 － 当年度償還額 ＋ 当年度借入額 

■定義・目標の設定基準 

 ＜定義＞ 

・ 年度末における企業債未償還残高の合計 

＜目標の設定基準＞  

・ 新規発行をしなかった場合（借換債を除く）の企業債未償還残高の合計 

■算定式 

＝ 前年度末資金残高＋当年度補填財源発生額－資本的収支の赤字額 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 営業活動から生じる純利益を源泉として確保している資金 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(百万円

以上) 

― 1,738 1,637 1,536 1,315 1,016 144 108 72 36 0 

実績 

(百万円) 
4,607 2,800 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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③ 経常収支比率（神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業） 

ア 達成状況 

委託料等の営業費用の増加により、目標を達成出来なかった。 

イ 課題・原因 

    固定資産の売却の検討にあたり不動産鑑定を実施したことにより営業費用が増加。 

ウ 対応方針 

      経常赤字は不動産鑑定による一過性のものであり、R7 年度以降は目標を達成できる見込。 

６ 参考指標 

 数値目標は設定せず、参考数値として実績値のみ算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R５ R６ R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 

(%以上) 
― 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

実績 

(％) 
199.2 36.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

達成状況 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

■算定式 

＝ （ 営業収益 ＋ 営業外収益 ） / （ 営業費用 ＋ 営業外費用 ） 

■定義・目標の設定基準 

＜定義＞ 

・ 土地売却収益等の本業の収益及び受取利息等の恒常的な収益で、土地売却に係る経費や支払

利息等の恒常的な費用をどの程度賄えているかを表す指標 

・ 100%以上であれば、経常収支が黒字であることを示している 

＜目標の設定基準＞ 

・ 兵庫県企業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)で定めた数値目標 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

流動比率 412.1% 802.6% 1,789.4% 263.0% 8,792.3% 

自己資本構成比率 16.8% 43.0% 59.0% 60.1% 84.7% 
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７ 企業庁の自己評価  

（１） 目標の達成状況 

３項目のうち２項目を達成。 

企業債残高、資金残高は目標達成しており、当面の資金繰りは問題ない数値である。 

神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業における経常収支比率の目標未達については、不動産

鑑定による一時的な要因である。 

（２） 決算状況 

令和６年度は、売却資産がなく、収入が少なかったこと、工事を実施する必要があったことから、単

年度収支（当年度純損失）では赤字となった。 

赤字の主な要因は、ひょうご小野産業団地整備事業の工事費用であるが、令和４年度の分譲終

了後については、事業の構造上、土地売却収益がないため、当初から赤字を想定していた。 

ひょうご小野産業団地整備事業の過去の収益を踏まえると、累計では 29 億円の黒字を確保して

いることや当初から見込まれていた赤字であることから、想定の範囲内の決算で着地出来た。 

また、投資・財政計画と比較して、想定していた瑕疵担保責任にかかる費用が発生しなかったこと

等により営業利益が 49 百万円減少した。 

（３） 企業庁の分析 

  ① 地域創生の推進と経営健全化の確保 

市町や民間企業との適切な役割分担のもと、それぞれの強みを生かしながら、健全な経営を進

めている。 

ひょうご小野産業団地整備事業を始め、地域の発展や雇用促進に寄与し、地域の元気づくりに

貢献している。 

   ② ひょうご情報公園都市（第２期） 

公民連携による産業団地化を進めることで、企業庁の長期土地保有リスクを回避することが出来

ると考える。 

今後は、三木市・民間企業との適切な役割分担のもと、企業庁の採算性を確保するとともに、官

民のお互いのメリットが大きくなるような仕組みを検討していく。 

（４） 将来の償還財源の確保について 

令和６年度企業債残高は、６億円計上しているが、資金残高は 28 億円あり、償還財源として確保さ

れている。 

８ 全体総括 

販売用の資産がなく、必要な工事を適正に行った結果、令和６年度決算は赤字となった。 

ひょうご情報公園都市（第２期）では、これまでと異なり、造成後の土地を保有しない事業スキームを採

用し、リスクが少ない手法を選択した。また、オープンなプロセスを経ながら事業を進め、透明性を確保

していく。 

   また、資金残高は企業債を償還後、20 億円以上残る状況であり、内部留保資金を活用し、新規発

行債を抑制する健全な経営が見込めると考えている。 

   当面、販売用の資産がない状況が続き、赤字が見込まれるが、引き続き、適正な事業運営を進め、

適時の資産売却等ができるよう、健全な経営を継続していく。 
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Ⅴ 企業資産運用事業 

   事業の目的 

企業資産 運用のための資産の取得・管理、及び県が行う建設事業に対する資金の貸付等を
行うことにより、企業資産の効率的な運用を図る。 

   事業概要 

再生可能エネルギーの普及拡大への貢献及び保有資産の有効活用を図るため、太陽光発電
事業を実施している。 

１ 企業資産運用事業の取組方針 

 (1) 適切な維持管理による売電収入の確保 

    ・ 計画的なメンテナンスの実施…FIT 認定期間 20 年間の安定的発電性能の確保 

 (２) FIT認定期間終了後の対応検討 

    ・ 関西電力株式会社との連携協定の締結…包括連携協定に基づく FIT 後対応検討 

２ 令和６年度事業の主な取組 

  (1) 再生可能エネルギーへの取組 

    ① メガソーラープロジェクト 

再生可能エネルギー拡大への貢献、保有資産の有効活用のため、大型太陽光発電施設全 12

箇所を運営 

  (2) FIT認定期間終了後の対応 

関西電力㈱を代表事業者とする企業グループと電気調達及びメガソーラー施設保守管理委託

に関する事業基本協定書を締結。 

協定の中で、メガソーラー施設用地の活用方法等を今後調査していく。 

３ 令和６年度の経営評価の考え方 
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４ 経営成績  

令和６年度決算は、327 百万円の当年度純損失となり、前年度を 609 百万円下回った。 

営業費用で太陽光発電施設の解体・撤去に備えた解体等引当金繰入額 57 百万円を計上したこと

等で営業利益は前年度を 43 百万円下回る 182 百万円となった。 

また、特別損失として、過年度分の解体等引当金繰入額 576 百万円を計上したことで、327 百万円

の当年度純損失となった。 

また、投資・財政計画と比較して、売電収入の増加や修繕費の執行減等で営業利益が増加したが、

計画時想定していなかった解体等引当金の計上があり、過年度分について特別損失を計上した結果、

純利益は計画よりも 373 百万円減少した。 

（１） 決算の概要  

 令和５年度実績 

 

令和６年度実績 

営業利益 ２２５ 百万円 １８２ 百万円 

経常利益 ２８２ 百万円 ２４９ 百万円 

純利益（純損失） ２８２ 百万円 △３２７ 百万円 

（２） 収支の概要  

 

  

( 単位：百万円 )

R5年度 R7年度 R8年度 R9年度

実績 計画 実績

営業収益 1,302 1,186 1,286 1,180 1,176 1,171

営業費用 1,077 1,196 1,104 1,194 1,189 1,190

営業利益（営業損失） 225 △ 10 182 △ 14 △ 13 △ 19

営業外収益 59 58 69 58 58 58

営業外費用 1 2 1 2 2 2

経常利益（経常損失） 282 46 249 42 43 37

特別利益 0 1 0 1 1 1

特別損失 0 1 576 1 1 1

純利益（純損失） 282 46 △ 327 42 43 37

計画

R6年度

( 単位：百万円 )

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

営業収益 1,166 1,162 1,158 1,153 1,148 1,126

営業費用 1,195 1,200 1,197 1,194 1,191 1,085

営業利益（営業損失） △ 29 △ 38 △ 39 △ 41 △ 43 41

営業外収益 58 58 58 58 58 49

営業外費用 2 2 2 2 2 2

経常利益（経常損失） 27 18 17 15 13 88

特別利益 1 1 1 1 1 1

特別損失 1 1 1 1 1 1

純利益（純損失） 27 18 17 15 13 88

計画

 

※端数処理のため、若干の誤差が生じることがあります。 
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５ 参考指標 

数値目標は設定せず、参考数値として実績値のみ算出。 

６ 企業庁の自己評価  

（１） 決算状況 

前年度との比較では、太陽光パネルの経年劣化等により売電収入はやや減少したものの、経常利

益ベースでは、249 百万円の黒字を確保した。 

特別損失として過年度分の解体等引当金繰入額を計上したことにより、327 百万円の当期純損失

を計上した。 

また、投資・財政計画と比較して、売電収入の増加や修繕費の執行減等で営業利益が増加したが、

計画時想定していなかった解体等引当金の計上があり、過年度分について特別損失を計上した結

果、純利益は計画よりも 373 百万円減少した。 

（２） 企業庁の分析 

 ① 適切な維持管理による売電収入の確保 

    ・ 平成 25 年 11 月の網干浜太陽光発電所の供用を皮切りに、平成 28 年２月には計画の 12 箇所

すべての発電施設が竣工した。 

    ・ 供用開始から約 10 年が経過し、太陽光パネルの経年劣化等による発電効率の低下等により、売

電収入はやや減少傾向にあるが、営業利益ベースで黒字は確保出来ている。 

  ② FIT認定期間終了後の対応検討 

・ 関西電力㈱を代表事業者とする企業グループと電気調達及びメガソーラー施設保守管理委託に

関する事業基本協定書を締結した。FIT 認定期間終了後の方針が現時点では決まっておらず、本

協定の中で、メガソーラー施設用地の活用方法等の調査を進めていく。 

７ 全体総括 

・ 令和６年度は、特別損失として過年度分の解体等引当金繰入額 576 百万円を計上したことなど、

一過性の要因により当期純損失が発生したが、経常利益ベースでは 249 百万円の黒字を確保した。 

・ 太陽光パネルの経年劣化等により、売電収入はやや減少傾向にあるが、維持管理費等を含めて

も、営業利益ベースでも一定の利益水準は確保できている。 

・ ただし、物価高騰や人件費の高騰等の影響も見込まれることから、情勢を見据えつつ、兵庫県企

業庁経営戦略(令和６年度～令和 15 年度)に基づき、効率的な維持管理を行い、引き続き健全経営

に努めていく。 

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

経常収支比率 132.4% 128.6% 124.8% 126.1% 122.5% 

流動比率 2,409.3% 180.5% 2,457.3% 3,512.5% 4,045.4% 

自己資本構成比率 91.1% 90.2% 98.9% 98.9% 96.5% 

年間発電総量 37,638 千 kWh 35,942 千 kWh 37,313 千 kWh 35,252 千 kWh 34,811 千 kWh  
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【参考】太陽光発電事業 

 

 

 

 

  

網干沖地区 1.5 ㏊ 1,180 kW H25.11.5

8.6 ㏊ 6,530 kW H26.3.1

0.8 ㏊ 550 kW H26.6.12

1.9 ㏊ 1,760 kW H26.11.6

1.7 ㏊ 1,780 kW H26.11.6

1.7 ㏊ 1,590 kW H26.11.12

6.0 ㏊ 5,000 kW H26.12.11

2.5 ㏊ 2,000 kW H27.1.13

2.2 ㏊ 2,000 kW H27.2.5

0.7 ㏊ 610 kW H27.2.23

3.2 ㏊ 4,990 kW H28.2.15

1.6 ㏊ 1,610 kW H28.2.29

32.4 ㏊ 29,600 kW －計 平均 36.3 円 /kWh

播磨科学公園都市 ( 都市運営用地 ) 32 円/kWh 

神谷ダム堤体法面 36 円/kWh 

平荘ダム堤体法面 36 円/kWh 

播磨科学公園都市 ( 住宅用地 ) 36 円/kWh 

佐野地区 36 円/kWh 

播磨科学公園都市 ( 産業用地 ) 36 円/kWh 

権現ダム堤体法面 36 円/kWh 

神谷ダム土取場 36 円/kWh 

中西条地区 36 円/kWh 

40 円/kWh 

三田カルチャータウン 40 円/kWh 

養老ポンプ場 36 円/kWh 

地区 設置面積
発電予定

出力

発電開始

時期

売電単価

(税抜)
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【参考】企業債残高スケジュールと実績 

（億円） 

水道用水供給事業 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 134 121 112 106 100 90 83 78 74 76 

実績 132          

 

（億円） 

工業用水道事業 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 33 24 16 9 1 1 19 40 66 83 

実績 33          

 

（億円） 

地域整備事業 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 707 670 575 568 421 338 272 205 157 65 

実績 707          

 

（百万円） 

地域創生整備事業 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 586 586 586 466 0 0 0 0 0 0 

実績 586          

 

（億円） 

合計 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

目標 879.86 820.86 708.86 687.66 522 429 374 323 297 224 

実績 877.86          
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【参考】参考指標の算出式と定義 

①経常収支比率 

■算出式 

 ＝ （ 営業収益 ＋ 営業外収益 ） / （ 営業費用 ＋ 営業外費用 ） 

■定義 

100％以上であれば、経常収支が黒字であることを示している 

 

②流動比率 

■算出式 

    ＝流動資産÷流動負債 

■定義 

    流動比率が 100%を下回っていると資金がショートする危険性がある 

 

③料金回収率 

■算出式 

＝ 供給単価 （ 給水料金合計 / 年間総有収水量 ） / 給水原価 

■定義 

    給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標であり、料金水準等を評価すること

が可能 

 

④自己資本構成比率 

■算出式 

＝自己資本（純資産）÷ 総資本（負債＋純資産）× 100 

■定義 

    自己資本比率は高ければ高いほど財政が安定していることを表し、低いほど借入金への依存度が高

いことを表す 

 

⑤最大稼働率 

■算出式 

＝（１日最大給水量/施設能力）× 100 

■定義 

設備稼働率が高いほど、設備の利用効率が良いとされる 
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Ⅵ 経営評価委員会各委員からの評価・主な意見 

１ 水道用水供給事業 

 渇水が頻繁に発生しているが、県民生活や産業に影響が出ないか懸念している。さらに給

水制限によって料金免除をすることとなれば事業収支に負担をかけるので対策が必要。 

２ 地域整備事業 

 企業債償還財源の確保について、昨年度１年間議会等で議論いただいて、報告書を踏まえ

た県政改革方針が議決されたこと自体が非常に大きな成果だったと評価するべき。 

 個別事業については、それぞれのあり方検討会等で議論を進めているが、その結果を踏ま

えて実現性のある有効な対策を検討していただきたい。 

 県政改革方針は、県議会で議論し、その内容は経営戦略にも反映しているが、進捗状況に

ついても分かりやすい形で県民に報告してほしい。 

 

※なお、委員各位より上記以外で修正のご指摘をいただいた箇所につきましては、本文へ

反映しています。 


